
 

臨時ゴミステーションを利用する際の注意 
 
 持込禁止；生ゴミや産業廃棄物（ブロック、レンガ、バイク・車の部品等）、パソコンは臨時

ゴミステーションへは持ち込めません。パソコンについては１をご覧ください。 

また、牛乳パック、食品トレイ、ペットボトルは薬局やスーパーマーケットのリサイクル

コーナーに出してください。 

 テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは家電リサイクル法の対象となってお

り、粗大ゴミとして捨てることができません。詳しくは２をご覧ください。 

  再利用可能な物品（家電製品、家具、日用雑貨、衣類）は係員の指示した場所に置いて

ください。再利用可能な自転車は防犯登録を抹消（解除）してから持ち込んでください。 
 

★ ゴミとして処理・処分するものは、きちんと分別して出してください。 

分別されていないゴミは受け入れません！ 

臨時ゴミステーションは、地域のゴミステーションと分別の仕方が異なります。 

別紙「臨時ゴミステーションゴミの分け方・出し方」を参照してください。 

 

 １  パソコンの廃棄方法に関して 
 

 パソコンをゴミとして捨てることはできません。パソコンを処分する場合は、メーカーに回収

申し込み手続きを行ってください。一般のゴミステーション及び臨時ゴミステーションでは回

収できません。ご注意ください。 

※ 詳しくは「パソコン３Ｒ推進協会」（https://www.pc3r.jp）のホームページをご覧ください。 

 

 ２  テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン 

（家電リサイクル法対象品）について 
 
 テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは、家電リサイクル法の対象です。廃棄

物として排出する場合は、購入した小売業者（商店や生協）に引き渡さなければなりませ

ん。その際、法に定められた再商品化料金と収集・運搬料金が必要です。引っ越しなどで

近くに購入した小売業者（商店）がない場合は、地方自治体（市町村）が引き取ることに

なっています。 
 

 ただし、「臨時ゴミステーション」設置期間中は、生協が特別に、生協で供給（販売）し

たもの以外の家電リサイクル法対象品も引き受けています。期間外も相談に応じます。 
   

 

 

 

 

 
 

★使える「家電リサイクル法対象品」は、できるだけ引っ越し前に在学生に譲り 

渡しましょう。 

＊ 引っ越しまでに譲り渡すことができなかった場合、臨時ゴミステーションに期間内に持ち

込んでください。学生リサイクル活動推進グループが預かり、在学生や新入生に譲り渡す

よう努力します。 



 

◆ 家電リサイクル法対象品を持ち込む人へ（必ず守ってください） 
 

 冷蔵庫は、あらかじめ冷凍室の氷を溶かし、庫内に食料品などを残さず、きれいにしてきてく

ださい。洗濯機は、空で脱水を回し、水を抜いてきてください。 

上記の注意事項が守られていない場合、受け入れできません。 
 

 「臨時ゴミステーション」の受付で、所定の手続きを行ってください。 

手続きを行わずに排出すると不法投棄となり、罰せられます。絶対にやめてください。 
 

 学生リサイクルグループが「家電リサイクル法対象品」を預かる場合も、「廃棄物」とし

て排出する場合と同じく「再商品化料金」と「収集・運搬料金」が必要です。 

＊ 春のリサイクル活動期間に譲り受ける人がいない場合、「廃棄物」として処理しなければな

りません。必要な料金については、下記を参照してください。 

＊ 譲り受ける人がいたら、「再商品化料金」と「運搬料金」は後日、必要経費を差し引いて返

金します。 
 

★「家電リサイクル法対象品」の排出に必要な料金は、以下の通りです。 
 

① 再商品化料金 

製造業者や品種によって異なりますが、主なメーカーは以下の価格（税別）です。 
 

液晶ﾃﾚﾋﾞ小／15 型以下 1,700 円 冷蔵庫小／170㍑以下 3,400 円 洗濯機  2,300円 

液晶ﾃﾚﾋﾞ大／16 型以上 2,700 円 冷蔵庫大／171㍑以上 4,300 円 衣類乾燥機 2,300円 

＊テレビ，冷蔵庫は、小・大の区分がないメーカーもあります。 エアコン 900円 
  

② 収集・運搬料金（生協の場合） 

 収集料金…対象品をアパートから臨時ゴミステーションまで運ぶ料金 

 運搬料金…対象品を臨時ゴミステーションから廃棄物処理施設まで運ぶ料金 
 

▼自分で大学（臨時ゴミステーション）に持ち込む場合、①の再商品化料金に加えて、以下の 

運搬料金が必要となります。 

運搬料金＝７００円×対象品の個数〔税別〕 

例）対象品が２個の場合 700円×２個＝ 1,400円【消費税 10％込 1,540円】 
 

▼生協に収集を依頼する場合、①の再商品化料金に加えて、以下の収集・運搬料金が必要となり 

 ます。 

収集・運搬料金＝７００円×対象品の個数＋１,２００円 ＋（１００円×分）〔税別〕 

＊ 「分」は、軽トラックがアパートに到着してから対象品を積み込み終わるまでに要した時間です。 

10分単位（端数切り上げ）で計算します。 

例）対象品が１個、積み込みが 10分以内の場合の収集・運搬料金 

（700円×１個）＋ 1,200円 ＋（100円×１０分）＝2,900円【消費税 10％込 3,190円】 
 

※ 対象品と一緒に臨時ゴミステーションに出したい「粗大ゴミ」や「再利用品」があれば、併

せて収集します。料金は物品の積み込みに要した時間（100 円×分）です。 

※ 上記は１回（軽トラック１台分）で収集することを前提としています。２回以上の収集が必要

な場合は、別途、生協に相談してください。 


